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（ １ ）

議案第１号

平成２７年度石川県一般会計補正予算（第２号）

平成２７年度の石川県一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４００，０００千円を追加し、歳入歳出それぞれ

５４６，５１２，９２２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 平成２７年度石川県一般会計歳入歳出補正予算」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定による債務負担行為の変更及び追加は、

「第２表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の追加は、「第３表 地

方債補正」による。

（繰越明許費）

第４条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費

は、「第４表 繰越明許費」による。

平成２７年１２月１日提出

石川県知事 谷 本 正 憲



議
案
第
一
号

平
成
二
十
七
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算

歳
入

（ ２ ）

第１表 平成２７年度石川県一般会計歳入歳出補正予算

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１５ 県 債 ７７，３３１，０００ ４００，０００ ７７，７３１，０００

１ 県 債 ７７，３３１，０００ ４００，０００ ７７，７３１，０００

歳 入 合 計 ５４６，１１２，９２２ ４００，０００ ５４６，５１２，９２２
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

９ 土 木 費 ６２，４０６，４３５ ４００，０００ ６２，８０６，４３５

３ 河 川 海 岸 費 １２，３７４，０５５ ４００，０００ １２，７７４，０５５

歳 出 合 計 ５４６，１１２，９２２ ４００，０００ ５４６，５１２，９２２
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第２表 債務負担行為補正

事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額
千円 千円

平 成２７年 度 道 路 整 備 費 平 成 ２８ 年 度 ５００，０００ 平 成 ２８ 年 度 １，３９５，０００

庁 舎 管 理 費 平 成 ２８ 年 度 ３６０，０００

し い の き 迎 賓 館 管 理 費 自 平成２８年度
至 平成３２年度 ４３５，０００

のと里山空 港 管 理 運 営 費 平 成 ２８ 年 度 ４３，０００

県 庁 舎 総 合 案 内 費 平 成 ２８ 年 度 １０，０００

石川四高記念文化交流館運営費 平 成 ２８ 年 度 ３，０００

美 術 館 運 営 費 平 成 ２８ 年 度 ３０，０００

歴 史 博 物 館 運 営 費 平 成 ２８ 年 度 ２０，０００

伝 統 産 業 工 芸 館 運 営 費 自 平成２８年度
至 平成３２年度 １８２，０００

平成２７年度農業農村整備事業費 平 成 ２８ 年 度
平 成 ２９ 年 度 ９４，０００

平 成２７年 度 河 川 整 備 費 平 成 ２８ 年 度 １３０，０００

平成２７年度土木施設災害復旧費 平 成 ２８ 年 度 １００，０００

平 成２７年 度 港 湾 管 理 費 平 成 ２８ 年 度 ７５，０００

平成２７年度港湾災害復旧費 平 成 ２８ 年 度 ６０，０００

兼 六 園 管 理 費 平 成 ２８ 年 度 ５１，０００

金 沢 城 公 園 管 理 費 平 成 ２８ 年 度 ３８，０００

運 転 者 講 習 費 平 成 ２８ 年 度 ８２，０００

運 転 免 許 受 付 費 平 成 ２８ 年 度 ２０，０００

交 通 指 導 取 締 活 動 費 平 成 ２８ 年 度 ７９，０００
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第４表 繰 越 明 許 費

款 項 事 業 名 金 額

８ 農林水産業費 １６０，０００

３ 農 地 費 １６０，０００

広域営農団地農道整備事業費 １６０，０００

９ 土 木 費 ２，４１０，０００

２ 道路橋りょう費 １，２１５，０００

国 道 改 築 費 ３２０，０００

地 方 道 改 築 費 ３９５，０００

橋 り ょ う 補 修 費 １０５，０００

交 通 安 全 施 設 費 ８０，０００

県 水 送 水 管 耐 震 化 事 業 費 ３１５，０００

３ 河 川 海 岸 費 ６５４，０００

広 域 河 川 改 修 費 ３２４，０００

通 常 砂 防 事 業 費 ２００，０００

地 す べ り 対 策 事 業 費 １６，０００

急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 費 ４４，０００

海 岸 侵 食 対 策 費 ７０，０００

５ 都 市 計 画 費 ５４１，０００

街 路 事 業 費 ５４１，０００

合 計 ２，５７０，０００

千円
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議案第２号

平成２７年度石川県港湾整備特別会計補正予算（第１号）

平成２７年度の石川県港湾整備特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為の補正）

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定による債務負担行為の変更及び追加は、「第１

表 債務負担行為補正」による。

平成２７年１２月１日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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第１表 債務負担行為補正

事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額
千円 千円

金沢港ガントリークレーン
整 備 費 平 成 ２８ 年 度 ７００，０００ 平 成 ２８ 年 度

平 成 ２９ 年 度 ７００，０００

金 沢 港 引 船 管 理 費 平 成 ２８ 年 度 ３８，０００
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議案第３号

平成２７年度石川県立中央病院事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 平成２７年度の石川県立中央病院事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第２条 平成２７年度石川県立中央病院事業会計予算（以下「予算」という。）第９条を予算第１０条と

し、予算第５条から予算第８条までを１条ずつ繰り下げ、予算第４条の次に次の１条を加える。

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

庁 舎 管 理 等
業 務 委 託 費 平 成２８年 度 ２９６，０００千円

平成２７年１２月１日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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議案第４号

平成２７年度石川県立高松病院事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 平成２７年度の石川県立高松病院事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第２条 平成２７年度石川県立高松病院事業会計予算（以下「予算」という。）第９条を予算第１０条と

し、予算第５条から予算第８条までを１条ずつ繰り下げ、予算第４条の次に次の１条を加える。

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

庁 舎 管 理 等
業 務 委 託 費 平 成２８年 度 ４１，０００千円

平成２７年１２月１日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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議案第５号

平成２７年度石川県水道用水供給事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 平成２７年度の石川県水道用水供給事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（業務の予定量）

第２条 平成２７年度石川県水道用水供給事業会計予算（以下「予算」という。）第２条中�を次のと

おり補正する。

区 分 既決予定額 補正予定額 計

� 主要な建設改良事業
送水施設建設改良
事 業 費 ４，５４０，０００千円 ３９０，０００千円 ４，９３０，０００千円

（うち債務負担行為額 ５００，０００千円 ３９０，０００千円 ８９０，０００千円）

（債務負担行為）

第３条 予算第５条中「５００，０００千円」を「８９０，０００千円」に改める。

平成２７年１２月１日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 二 年 石 川 県 条 例 第 四 十

三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 五 条 第 一 項 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

傷 病 補 償 年 金 厚 生 年 金 保 険 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 十 五 号 ） に よ る 障 害 厚

生 年 金 又 は 被 用 者 年 金 制 度 の 一 元 化 等 を 図 る た め の 厚 生 年 金 保

険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 六 十 三 号 。

以 下 「 平 成 二 十 四 年 一 元 化 法 」 と い う 。 ） 附 則 第 四 十 一 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 障 害 共 済 年 金 若 し く は 平 成 二 十 四 年 一 元 化 法 附

則 第 六 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 障 害 共 済 年 金 （ 以 下 単 に 「 障

害 厚 生 年 金 等 」 と い う 。 ） 及 び 国 民 年 金 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律

第 百 四 十 一 号 ） に よ る 障 害 基 礎 年 金 （ 同 法 第 三 十 条 の 四 の 規 定

に よ る 障 害 基 礎 年 金 を 除 く 。 以 下 単 に 「 障 害 基 礎 年 金 」 と い う 。 ）

〇 ・ 七 三

障 害 厚 生 年 金 等 （ 当 該 補 償 の 事 由 と な つ た 障 害 に つ い て 障 害 基

礎 年 金 が 支 給 さ れ る 場 合 を 除 く 。 ）

〇 ・ 八 六

障 害 基 礎 年 金 （ 当 該 補 償 の 事 由 と な つ た 障 害 に つ い て 障 害 厚 生

年 金 等 又 は 平 成 二 十 四 年 一 元 化 法 附 則 第 三 十 七 条 第 一 項 に 規 定

す る 給 付 の う ち 障 害 共 済 年 金 （ 以 下 「 平 成 二 十 四 年 一 元 化 法 改

正 前 国 共 済 法 に よ る 障 害 共 済 年 金 」 と い う 。 ） 若 し く は 平 成 二

十 四 年 一 元 化 法 附 則 第 六 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 給 付 の う ち 障

害 共 済 年 金 （ 以 下 「 平 成 二 十 四 年 一 元 化 法 改 正 前 地 共 済 法 に よ

る 障 害 共 済 年 金 」 と い う 。 ） が 支 給 さ れ る 場 合 を 除 く 。 ）

〇 ・ 八 八

国 民 年 金 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 昭 和 六 十 年 法 律 第 三 十 四

号 。 以 下 「 国 民 年 金 等 改 正 法 」 と い う 。 ） 附 則 第 八 十 七 条 第 一

項 に 規 定 す る 年 金 た る 保 険 給 付 の う ち 障 害 年 金 （ 以 下 「 旧 船 員

保 険 法 に よ る 障 害 年 金 」 と い う 。 ）

〇 ・ 七 五

議 案 第 六 号

議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 に つ い て

議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う

に 制 定 す る 。

平 成 二 十 七 年 十 二 月 一 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（１６）

国 民 年 金 等 改 正 法 附 則 第 七 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 年 金 た る 保

険 給 付 の う ち 障 害 年 金 （ 以 下 「 旧 厚 生 年 金 保 険 法 に よ る 障 害 年

金 」 と い う 。 ）

〇 ・ 七 五

国 民 年 金 等 改 正 法 附 則 第 三 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 年 金 た る 給

付 の う ち 障 害 年 金 （ 以 下 「 旧 国 民 年 金 法 に よ る 障 害 年 金 」 と い

う 。 ）

〇 ・ 八 九

障 害 補 償 年 金 障 害 厚 生 年 金 等 及 び 障 害 基 礎 年 金 〇 ・ 七 三

障 害 厚 生 年 金 等 （ 当 該 補 償 の 事 由 と な つ た 障 害 に つ い て 障 害 基

礎 年 金 が 支 給 さ れ る 場 合 を 除 く 。 ）

〇 ・ 八 三

障 害 基 礎 年 金 （ 当 該 補 償 の 事 由 と な つ た 障 害 に つ い て 障 害 厚 生

年 金 等 又 は 平 成 二 十 四 年 一 元 化 法 改 正 前 国 共 済 法 に よ る 障 害 共

済 年 金 若 し く は 平 成 二 十 四 年 一 元 化 法 改 正 前 地 共 済 法 に よ る 障

害 共 済 年 金 が 支 給 さ れ る 場 合 を 除 く 。 ）

〇 ・ 八 八

旧 船 員 保 険 法 に よ る 障 害 年 金 〇 ・ 七 四

旧 厚 生 年 金 保 険 法 に よ る 障 害 年 金 〇 ・ 七 四

旧 国 民 年 金 法 に よ る 障 害 年 金 〇 ・ 八 九

遺 族 補 償 年 金 厚 生 年 金 保 険 法 に よ る 遺 族 厚 生 年 金 又 は 平 成 二 十 四 年 一 元 化 法

附 則 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 遺 族 共 済 年 金 若 し く は 平 成

二 十 四 年 一 元 化 法 附 則 第 六 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 遺 族 共 済

年 金 （ 以 下 単 に 「 遺 族 厚 生 年 金 等 」 と い う 。 ） 及 び 国 民 年 金 法

に よ る 遺 族 基 礎 年 金 （ 国 民 年 金 等 改 正 法 附 則 第 二 十 八 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 遺 族 基 礎 年 金 を 除 く 。 以 下 単 に 「 遺 族 基 礎 年 金 」

と い う 。 ）

〇 ・ 八 〇

遺 族 厚 生 年 金 等 （ 当 該 補 償 の 事 由 と な つ た 死 亡 に つ い て 遺 族 基

礎 年 金 が 支 給 さ れ る 場 合 を 除 く 。 ）

〇 ・ 八 四

遺 族 基 礎 年 金 （ 当 該 補 償 の 事 由 と な つ た 死 亡 に つ い て 遺 族 厚 生

年 金 等 又 は 平 成 二 十 四 年 一 元 化 法 附 則 第 三 十 七 条 第 一 項 に 規 定

す る 給 付 の う ち 遺 族 共 済 年 金 若 し く は 平 成 二 十 四 年 一 元 化 法 附

則 第 六 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 給 付 の う ち 遺 族 共 済 年 金 が 支 給

さ れ る 場 合 を 除 く 。 ） 又 は 国 民 年 金 法 に よ る 寡 婦 年 金

〇 ・ 八 八

国 民 年 金 等 改 正 法 附 則 第 八 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 年 金 た る 保

険 給 付 の う ち 遺 族 年 金

〇 ・ 八 〇

国 民 年 金 等 改 正 法 附 則 第 七 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 年 金 た る 保

険 給 付 の う ち 遺 族 年 金

〇 ・ 八 〇

国 民 年 金 等 改 正 法 附 則 第 三 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 年 金 た る 給

付 の う ち 母 子 年 金 、 準 母 子 年 金 、 遺 児 年 金 又 は 寡 婦 年 金

〇 ・ 九 〇

附 則 第 五 条 第 二 項 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

障 害 厚 生 年 金 等 及 び 障 害 基 礎 年 金 〇 ・ 七 三
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（１７）

障 害 厚 生 年 金 等 （ 当 該 補 償 の 事 由 と な つ た 障 害 に つ い て 障 害 基 礎 年 金 が 支 給 さ れ

る 場 合 を 除 く 。 ）

〇 ・ 八 六

障 害 基 礎 年 金 （ 当 該 補 償 の 事 由 と な つ た 障 害 に つ い て 障 害 厚 生 年 金 等 又 は 平 成 二

十 四 年 一 元 化 法 改 正 前 国 共 済 法 に よ る 障 害 共 済 年 金 若 し く は 平 成 二 十 四 年 一 元 化

法 改 正 前 地 共 済 法 に よ る 障 害 共 済 年 金 が 支 給 さ れ る 場 合 を 除 く 。 ）

〇 ・ 八 八

旧 船 員 保 険 法 に よ る 障 害 年 金 〇 ・ 七 五

旧 厚 生 年 金 保 険 法 に よ る 障 害 年 金 〇 ・ 七 五

旧 国 民 年 金 法 に よ る 障 害 年 金 〇 ・ 八 九

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 改 正 後 の 附 則 第 五 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 は 、 平 成 二 十 七 年 十 月 一 日 （ 以 下 「 適 用 日 」 と い

う 。 ） 以 後 に 支 給 す べ き 事 由 の 生 じ た 年 金 た る 補 償 及 び 休 業 補 償 並 び に 適 用 日 前 に 支 給 す べ き 事

由 の 生 じ た 適 用 日 以 後 の 期 間 に 係 る 年 金 た る 補 償 に つ い て 適 用 し 、 適 用 日 前 に 支 給 す べ き 事 由 の

生 じ た 適 用 日 前 の 期 間 に 係 る 年 金 た る 補 償 及 び 適 用 日 前 に 支 給 す べ き 事 由 の 生 じ た 休 業 補 償 に つ

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 被 用 者 年 金 制 度 の 一 元 化 等 を 図 る た め の 厚 生 年 金 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 四

年 法 律 第 六 十 三 号 。 以 下 「 平 成 二 十 四 年 一 元 化 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 国 家

公 務 員 共 済 組 合 法 （ 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 百 二 十 八 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 改 正 前 国 共 済 法 」 と

い う 。 ） に よ る 職 域 加 算 額 （ 被 用 者 年 金 制 度 の 一 元 化 等 を 図 る た め の 厚 生 年 金 保 険 法 等 の 一 部 を

改 正 す る 法 律 の 施 行 及 び 国 家 公 務 員 の 退 職 給 付 の 給 付 水 準 の 見 直 し 等 の た め の 国 家 公 務 員 退 職 手

当 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 の 施 行 に 伴 う 国 家 公 務 員 共 済 組 合 法 に よ る 長 期 給 付 等 に 関 す

る 経 過 措 置 に 関 す る 政 令 （ 平 成 二 十 七 年 政 令 第 三 百 四 十 五 号 ） 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替

え ら れ た 平 成 二 十 四 年 一 元 化 法 附 則 第 三 十 六 条 第 五 項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の と

さ れ た 改 正 前 国 共 済 法 第 八 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 公 務 等 に よ る 旧 職 域 加 算 障 害 給 付 （ 平 成 二 十

四 年 一 元 化 法 附 則 第 三 十 六 条 第 五 項 に 規 定 す る 改 正 前 国 共 済 法 に よ る 職 域 加 算 額 の う ち 障 害 を 給

付 事 由 と す る も の を い う 。 ） 又 は 平 成 二 十 四 年 一 元 化 法 附 則 第 三 十 六 条 第 五 項 の 規 定 に よ り な お

そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ た 改 正 前 国 共 済 法 第 八 十 九 条 第 三 項 に 規 定 す る 公 務 等 に よ る 旧 職 域

加 算 遺 族 給 付 （ 平 成 二 十 四 年 一 元 化 法 附 則 第 三 十 六 条 第 五 項 に 規 定 す る 改 正 前 国 共 済 法 に よ る 職

域 加 算 額 の う ち 死 亡 を 給 付 事 由 と す る も の を い う 。 ） に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 平 成 二 十 四 年 一 元

化 法 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 （ 昭 和 三 十 七 年 法 律 第 百 五 十 二 号 。 以

下 こ の 項 に お い て 「 改 正 前 地 共 済 法 」 と い う 。 ） に よ る 職 域 加 算 額 （ 被 用 者 年 金 制 度 の 一 元 化 等

を 図 る た め の 厚 生 年 金 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 及 び 地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 及 び 被 用 者 年
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（１８）

金 制 度 の 一 元 化 等 を 図 る た め の 厚 生 年 金 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の

施 行 に 伴 う 地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 に よ る 長 期 給 付 等 に 関 す る 経 過 措 置 に 関 す る 政 令 （ 平 成 二 十

七 年 政 令 第 三 百 四 十 七 号 ） 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 平 成 二 十 四 年 一 元 化 法 附 則

第 六 十 条 第 五 項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ た 改 正 前 地 共 済 法 第 八 十 七 条 第 二

項 に 規 定 す る 公 務 等 に よ る 旧 職 域 加 算 障 害 給 付 （ 平 成 二 十 四 年 一 元 化 法 附 則 第 六 十 条 第 五 項 に 規

定 す る 改 正 前 地 共 済 法 に よ る 職 域 加 算 額 の う ち 障 害 を 給 付 事 由 と す る も の を い う 。 ） 又 は 平 成 二

十 四 年 一 元 化 法 附 則 第 六 十 条 第 五 項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ た 改 正 前 地 共

済 法 第 九 十 九 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 公 務 等 に よ る 旧 職 域 加 算 遺 族 給 付 （ 平 成 二 十 四 年 一 元 化 法

附 則 第 六 十 条 第 五 項 に 規 定 す る 改 正 前 地 共 済 法 に よ る 職 域 加 算 額 の う ち 死 亡 を 給 付 事 由 と す る も

の を い う 。 ） に 係 る も の に 限 る 。 ） の 受 給 権 者 が 同 一 の 支 給 事 由 に よ り 平 成 二 十 四 年 一 元 化 法 第 一

条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 厚 生 年 金 保 険 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 十 五 号 ） に よ る 障 害 厚 生 年 金 若

し く は 遺 族 厚 生 年 金 、 平 成 二 十 四 年 一 元 化 法 附 則 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 国 家 公 務 員 共 済

組 合 連 合 会 （ 国 家 公 務 員 の 退 職 給 付 の 給 付 水 準 の 見 直 し 等 の た め の 国 家 公 務 員 退 職 手 当 法 等 の 一

部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 九 十 六 号 ） 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 国 家 公 務 員 共 済

組 合 法 第 二 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 国 家 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 を い う 。 ） が 支 給 す る 年 金 で あ る

給 付 の う ち 障 害 共 済 年 金 若 し く は 遺 族 共 済 年 金 又 は 平 成 二 十 四 年 一 元 化 法 附 則 第 六 十 五 条 第 一 項

の 規 定 に よ り 地 方 公 務 員 共 済 組 合 （ 平 成 二 十 四 年 一 元 化 法 附 則 第 五 十 六 条 第 二 項 に 規 定 す る 地 方

公 務 員 共 済 組 合 を い う 。 ） が 支 給 す る 年 金 で あ る 給 付 の う ち 障 害 共 済 年 金 若 し く は 遺 族 共 済 年 金

の 支 給 を 受 け る と き は 、 当 分 の 間 、 改 正 後 の 附 則 第 五 条 第 一 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

４ 改 正 後 の 議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 の 規 定 を 適 用 す る 場 合

に お い て は 、 改 正 前 の 同 条 例 の 規 定 に よ り 支 給 さ れ た 年 金 た る 補 償 又 は 休 業 補 償 は 、 改 正 後 の 同

条 例 の 規 定 に よ る 年 金 た る 補 償 又 は 休 業 補 償 の 内 払 と み な す 。

提 案 理 由

地 方 公 務 員 災 害 補 償 法 施 行 令 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 関 係 規 定 を 整 備 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の

条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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（１９）

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 （ 平

成 二 十 五 年 法 律 第 二 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 個 人 番 号 の 利 用 等

に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 定 義 ）

第 二 条 こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一 個 人 番 号 法 第 二 条 第 五 項 に 規 定 す る 個 人 番 号 を い う 。

二 特 定 個 人 情 報 法 第 二 条 第 八 項 に 規 定 す る 特 定 個 人 情 報 を い う 。

（ 個 人 番 号 及 び 特 定 個 人 情 報 の 利 用 範 囲 ）

第 三 条 法 第 九 条 第 二 項 の 条 例 で 定 め る 事 務 は 、 別 表 第 一 の 上 欄 に 掲 げ る 機 関 が 行 う 同 表 の 下 欄 に

掲 げ る 事 務 と す る 。

２ 別 表 第 二 の 上 欄 に 掲 げ る 機 関 は 、 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 事 務 を 処 理 す る た め に 必 要 な 限 度 で 、 同

表 の 下 欄 に 掲 げ る 特 定 個 人 情 報 で あ っ て 当 該 機 関 が 保 有 す る も の を 利 用 す る こ と が で き る 。

３ 知 事 又 は 教 育 委 員 会 は 、 法 別 表 第 二 の 第 二 欄 に 掲 げ る 事 務 を 処 理 す る た め に 必 要 な 限 度 で 、 同

表 の 第 四 欄 に 掲 げ る 特 定 個 人 情 報 で あ っ て 自 ら が 保 有 す る も の を 利 用 す る こ と が で き る 。

（ 書 面 の 提 出 義 務 の 免 除 ）

第 四 条 前 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に よ る 特 定 個 人 情 報 の 利 用 が あ っ た 場 合 に お い て 、 他 の 条 例 、

規 則 そ の 他 の 規 程 の 規 定 に よ り 当 該 特 定 個 人 情 報 と 同 一 の 内 容 の 情 報 を 含 む 書 面 の 提 出 が 義 務 付

け ら れ て い る と き は 、 当 該 書 面 の 提 出 が あ っ た も の と み な す 。

（ 規 則 へ の 委 任 ）

第 五 条 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 三 条 第 二 項 、 第 四 条 及 び 別 表 第 二

議 案 第 七 号

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 条

例 に つ い て

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 二 十 七 年 十 二 月 一 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 条 例
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（２０）

の 規 定 は 、 法 附 則 第 一 条 第 五 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。

別 表 第 一 （ 第 三 条 関 係 ）

機 関 事 務

知 事 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 六 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す

る 小 児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 等 （ 次 表 に お い て 「 小 児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 等 」 と

い う 。 ） の 健 全 育 成 の た め に 行 う 医 療 費 の 支 給 の う ち 同 法 第 十 九 条 の 二 第

一 項 の 規 定 に よ る 小 児 慢 性 特 定 疾 病 医 療 費 の 支 給 以 外 の も の （ 次 表 に お い

て 「 医 療 費 の 支 給 」 と い う 。 ） に 関 す る 事 務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の

別 表 第 二 （ 第 三 条 関 係 ）

機 関 事 務 特 定 個 人 情 報

知 事 小 児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 等 の 健 全 育

成 の た め に 行 う 医 療 費 の 支 給 に 関

す る 事 務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も

の

生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四

十 四 号 ） に よ る 保 護 の 実 施 若 し く は 就

労 自 立 給 付 金 の 支 給 に 関 す る 情 報 又 は

中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並

び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び

特 定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律

（ 平 成 六 年 法 律 第 三 十 号 ） に よ る 支 援

給 付 若 し く は 配 偶 者 支 援 金 の 支 給 に 関

す る 情 報 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の

提 案 理 由

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 伴 い 、 法 律 で

定 め る 事 務 以 外 で 、 県 が 個 人 番 号 を 利 用 す る 事 務 等 を 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提

出 す る 理 由 で あ る 。
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（２１）

（ 石 川 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 一 年 石 川 県 条 例 第 三 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 の 表 一 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 削 除

（ 石 川 県 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 石 川 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 十 四 条 の 八 第 一 項 第 三 号 を 同 項 第 四 号 と し 、 同 項 第 二 号 中 「 種 別 」 を 「 種 類 」 に 改 め 、 同

号 を 同 項 第 三 号 と し 、 同 項 第 一 号 中 「 所 在 地 及 び 名 称 」 を 「 名 称 及 び 所 在 地 」 に 改 め 、 同 号 を 同

項 第 二 号 と し 、 同 項 に 第 一 号 と し て 次 の 一 号 を 加 え る 。

一 利 子 割 の 特 別 徴 収 義 務 者 の 名 称 、 所 在 地 及 び 法 人 番 号 （ 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識

別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 二 十 七 号 。 第 六 十 六 条 第 一 号

に お い て 「 番 号 利 用 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 十 五 項 に 規 定 す る 法 人 番 号 を い う 。 第 六 十 二 条

の 二 第 二 項 第 一 号 及 び 第 百 三 十 一 条 の 五 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ）

第 六 十 二 条 の 二 第 二 項 第 一 号 中 「 所 在 地 及 び 名 称 」 を 「 名 称 、 所 在 地 及 び 法 人 番 号 」 に 改 め る 。

第 六 十 六 条 の 見 出 し を 「 （ 個 人 の 開 業 等 の 届 出 ） 」 に 改 め 、 同 条 中 「 左 」 を 「 次 」 に 改 め 、 同 条

議 案 第 八 号

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法

律 及 び 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関

す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 の 施 行 に 伴

う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例 に つ い て

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 及 び 行 政 手 続 に お け る

特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法

律 の 一 部 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 二 十 七 年 十 二 月 一 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 及 び 行 政 手

続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係

法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例
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（２２）

第 一 号 中 「 及 び 住 所 」 を 「 、 住 所 及 び 個 人 番 号 （ 番 号 利 用 法 第 二 条 第 五 項 に 規 定 す る 個 人 番 号 を

い う 。 次 条 第 二 項 及 び 第 百 三 十 一 条 の 五 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 に 改 め る 。

第 六 十 七 条 第 二 項 中 「 事 業 の 種 別 」 を 「 氏 名 、 住 所 、 個 人 番 号 、 事 業 の 種 類 」 に 改 め 、 「 す る

事 由 」 の 下 に 「 そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 事 項 」 を 加 え 、 「 で あ る と き は 」 を 「 に あ つ て は 」 に 、

「 添 附 し て 」 を 「 添 付 し て 」 に 改 め る 。

第 百 三 十 一 条 の 五 第 二 項 第 一 号 イ 、 同 項 第 二 号 イ 及 び 同 項 第 三 号 イ 中 「 及 び 住 所 」 を 「 、 住 所

又 は 所 在 地 及 び 個 人 番 号 又 は 法 人 番 号 （ 個 人 番 号 又 は 法 人 番 号 を 有 し な い 者 に あ つ て は 、 氏 名 又

は 名 称 及 び 住 所 又 は 所 在 地 ） 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 石 川 県 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 （ 平 成 十 四 年 石 川 県 条 例 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

別 表 第 一 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

十 四 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 六 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 小 児 慢 性 特

定 疾 病 児 童 等 の 健 全 育 成 の た め に 行 う 医 療 費 の 支 給 の う ち 同 法 第 十 九 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に

よ る 小 児 慢 性 特 定 疾 病 医 療 費 の 支 給 以 外 の も の に 関 す る 事 務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の

（ 石 川 県 電 子 署 名 に 係 る 地 方 公 共 団 体 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 の 廃 止 ）

第 四 条 石 川 県 電 子 署 名 に 係 る 地 方 公 共 団 体 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 平 成 十 五 年 石 川 県

条 例 第 五 十 五 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 石 川 県 税 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

２ 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 新 条 例 」 と い う 。 ）

第 五 十 四 条 の 八 第 一 項 、 第 六 十 二 条 の 二 第 二 項 第 一 号 、 第 六 十 七 条 第 二 項 及 び 第 百 三 十 一 条 の 五

第 二 項 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 提 出 す る 新 条 例 第 五 十

四 条 の 八 第 一 項 に 規 定 す る 届 出 書 又 は 新 条 例 第 六 十 二 条 の 二 第 二 項 、 第 六 十 七 条 第 二 項 若 し く は

第 百 三 十 一 条 の 五 第 二 項 に 規 定 す る 申 請 書 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 提 出 さ れ た 第 二 条 の 規 定

に よ る 改 正 前 の 石 川 県 税 条 例 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 旧 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 十 四 条 の

八 第 一 項 に 規 定 す る 届 出 書 又 は 旧 条 例 第 六 十 二 条 の 二 第 二 項 、 第 六 十 七 条 第 二 項 若 し く は 第 百 三

十 一 条 の 五 第 二 項 に 規 定 す る 申 請 書 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 新 条 例 第 六 十 六 条 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 行 わ れ る 新 条 例 第 六 十 六 条 の 規 定 に よ る 届 出 に つ い

て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 行 わ れ た 旧 条 例 第 六 十 六 条 の 規 定 に よ る 届 出 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に

よ る 。

（ 電 子 証 明 書 の 発 行 手 数 料 等 に 関 す る 経 過 措 置 ）



議
案
第
八
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て

（２３）

４ 第 四 条 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 石 川 県 電 子 署 名 に 係 る 地 方 公 共 団 体 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 施 行

条 例 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 旧 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 発 行 手 数 料 及

び 旧 条 例 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 情 報 提 供 手 数 料 で あ っ て 、 施 行 日 に お い て 旧 条 例 第 二 条 第 二 項

に 規 定 す る 指 定 認 証 機 関 に ま だ 納 付 さ れ て い な い も の に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

５ 前 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 旧 条 例 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 発 行 手 数 料

に 係 る 事 務 に つ い て は 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 第 二

条 の 表 一 の 項 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 後 も 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。

提 案 理 由

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 等 の 施 行 に 伴 い 、 関 係

条 例 の 規 定 を 整 備 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。





議
案
第
九
号

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

（２５）

議
案
第
９
号

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
２４
４
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
２７
年
１２
月
１
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

施
設
の
名
称

指
定
管
理
者

指
定
期
間

石
川
県
政
記
念
し
い
の
き
迎
賓
館

Ｋ
Ｃ
Ｓ
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

代
表
者
金
沢
市
南
町
２
番
１
号

株
式
会
社
ケ
ィ
・
シ
ィ
・
エ
ス

代
表
取
締
役
久
保
幸
男

構
成
員
金
沢
市
南
町
２
番
１
号

太
平
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
狩
野
伸
彌

平
成
２８
年
４
月
１
日
か
ら

平
成
３３
年
３
月
３１
日
ま
で

石
川
県
立
伝
統
産
業
工
芸
館

ナ
カ
ダ
・
ク
ラ
フ
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

代
表
者
金
沢
市
湊
四
丁
目
４８
番
地

ナ
カ
ダ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
中
田
正
人

構
成
員
白
山
市
徳
丸
町
１３
６
番
地
６

株
式
会
社
米
沢
ビ
ル
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役
村
本
宗
和

平
成
２８
年
４
月
１
日
か
ら

平
成
３３
年
３
月
３１
日
ま
で





議
案
第
十
号

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て

（２７）

議
案
第
１０
号

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て

当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
２３
年
法
律
第
１４
４
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
平
成
２８
年
度
中
に
当
せ
ん
金
付
証
票
を
総
額
１０
，５
００
，０
００
千
円
の
範
囲
内
に
お
い
て
発
売
す

る
。 平
成
２７
年
１２
月
１
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲





議
案
第
十
一
号

石
川
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（２９）

（ 石 川 県 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 四 条 か ら 第 二 十 六 条 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 徴 収 猶 予 に 係 る 徴 収 金 の 分 割 納 付 等 ）

第 十 四 条 知 事 は 、 法 第 十 五 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 徴 収 の 猶 予 （ 以 下 こ の 節 に お い て

「 徴 収 の 猶 予 」 と い う 。 ） を す る 場 合 に は 、 当 該 徴 収 の 猶 予 に 係 る 徴 収 金 の 納 付 又 は 納 入 に つ

い て 、 当 該 徴 収 の 猶 予 を す る 金 額 を 当 該 徴 収 の 猶 予 を す る 期 間 内 に お い て 、 当 該 徴 収 の 猶 予 を

受 け る 者 の 財 産 の 状 況 そ の 他 の 事 情 か ら み て 合 理 的 か つ 妥 当 な も の に 分 割 し て 納 付 し 、 又 は 納

入 さ せ る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 分 割 し て 納 付 し 、 又 は 納 入 す べ き 徴 収 金 の 各 期

限 及 び そ の 期 限 ご と の 分 割 金 額 （ 以 下 こ の 節 に お い て 「 分 割 納 付 等 の 期 限 及 び 分 割 金 額 」 と い

う 。 ） を 定 め る も の と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 法 第 十 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 徴 収 の 猶 予 を し た 期 間 の 延 長 （ 以 下 こ の 節 に

お い て 「 徴 収 の 猶 予 期 間 の 延 長 」 と い う 。 ） を す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。

３ 知 事 は 、 徴 収 の 猶 予 又 は 徴 収 の 猶 予 期 間 の 延 長 を 受 け た 者 が そ の 分 割 し て 納 付 し 、 又 は 納 入

す べ き 徴 収 金 の 各 期 限 ま で に そ の 期 限 ご と の 分 割 金 額 を 納 付 し 、 又 は 納 入 す る こ と が で き な い

こ と に つ き や む を 得 な い 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、 第 一 項 （ 前 項 の 規 定 に よ り 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 定 め た 分 割 納 付 等 の 期 限 及 び 分 割 金 額 を 変 更 す る こ と が で き る 。

４ 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 分 割 納 付 等 の 期 限 及 び 分 割 金 額 を 変 更 し た と き は 、 そ の 旨 、 当 該

変 更 後 の 分 割 納 付 等 の 期 限 及 び 分 割 金 額 そ の 他 必 要 な 事 項 を 当 該 分 割 納 付 等 の 期 限 及 び 分 割 金

額 の 変 更 を 受 け た 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

（ 徴 収 猶 予 の 申 請 書 の 記 載 事 項 等 ）

第 十 五 条 法 第 十 五 条 の 二 第 一 項 の 条 例 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。

一 法 第 十 五 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 実 が あ る こ と 及 び そ の 該 当 す る 事 実 に 基 づ

き 徴 収 金 を 一 時 に 納 付 し 、 又 は 納 入 す る こ と が で き な い 事 情 の 詳 細

議 案 第 十 一 号

石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 二 十 七 年 十 二 月 一 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例



議
案
第
十
一
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石
川
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（３０）

二 納 付 し 、 又 は 納 入 す べ き 徴 収 金 の 年 度 並 び に 事 業 年 度 、 期 別 又 は 月 別 、 税 目 、 金 額 及 び そ

の 納 期 限

三 前 号 の 金 額 の う ち 当 該 徴 収 の 猶 予 を 受 け よ う と す る 金 額

四 当 該 徴 収 の 猶 予 を 受 け よ う と す る 期 間

五 分 割 の 方 法 に よ り 納 付 又 は 納 入 を 行 う か ど う か の 別 （ 分 割 の 方 法 に よ り 納 付 又 は 納 入 を 行

う 場 合 に あ つ て は 、 分 割 納 付 等 の 期 限 及 び 分 割 金 額 を 含 む 。 ）

六 当 該 徴 収 の 猶 予 を 受 け よ う と す る 金 額 が 百 万 円 を 超 え 、 か つ 、 当 該 徴 収 の 猶 予 を 受 け よ う

と す る 期 間 が 三 月 を 超 え る 場 合 に は 、 提 供 し よ う と す る 法 第 十 六 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 担 保

の 種 類 、 数 量 、 価 額 及 び 所 在 （ そ の 担 保 が 保 証 人 の 保 証 で あ る と き は 、 保 証 人 の 氏 名 及 び 住

所 又 は 居 所 ） そ の 他 担 保 に 関 し 参 考 と な る べ き 事 項 （ 担 保 を 提 供 す る こ と が で き な い 特 別 の

事 情 が あ る と き は 、 そ の 事 情 ）

七 そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 事 項

２ 法 第 十 五 条 の 二 第 一 項 の 条 例 で 定 め る 書 類 は 、 次 に 掲 げ る 書 類 と す る 。

一 法 第 十 五 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 実 を 証 す る に 足 り る 書 類

二 財 産 目 録 そ の 他 の 資 産 及 び 負 債 の 状 況 を 明 ら か に す る 書 類

三 当 該 徴 収 の 猶 予 を 受 け よ う と す る 日 前 一 年 間 の 収 入 及 び 支 出 の 実 績 並 び に 同 日 以 後 の 収 入

及 び 支 出 の 見 込 み を 明 ら か に す る 書 類

四 当 該 徴 収 の 猶 予 を 受 け よ う と す る 金 額 が 百 万 円 を 超 え 、 か つ 、 当 該 徴 収 の 猶 予 を 受 け よ う

と す る 期 間 が 三 月 を 超 え る 場 合 に は 、 地 方 税 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 二 百 四 十 五 号 。

以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第 六 条 の 十 の 規 定 に よ り 提 出 す べ き 書 類 そ の 他 担 保 の 提 供 に 関 し 必 要

と な る 書 類

３ 法 第 十 五 条 の 二 第 二 項 の 条 例 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。

一 徴 収 金 を 一 時 に 納 付 し 、 又 は 納 入 す る こ と が で き な い 事 情 の 詳 細

二 第 一 項 第 二 号 か ら 第 七 号 ま で に 掲 げ る 事 項

４ 法 第 十 五 条 の 二 第 二 項 の 条 例 で 定 め る 書 類 は 、 第 二 項 第 二 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 書 類 と

す る 。

５ 法 第 十 五 条 の 二 第 三 項 の 条 例 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。

一 当 該 徴 収 の 猶 予 期 間 の 延 長 を 受 け よ う と す る 徴 収 金 の 年 度 並 び に 事 業 年 度 、 期 別 又 は 月 別 、

税 目 、 金 額 及 び そ の 納 期 限

二 当 該 徴 収 の 猶 予 を 受 け た 期 間 内 に 当 該 徴 収 の 猶 予 を 受 け た 金 額 を 納 付 し 、 又 は 納 入 す る こ

と が で き な い や む を 得 な い 理 由

三 当 該 徴 収 の 猶 予 期 間 の 延 長 を 受 け よ う と す る 期 間

四 第 一 項 第 五 号 に 掲 げ る 事 項

五 当 該 徴 収 の 猶 予 期 間 の 延 長 を 受 け よ う と す る 金 額 が 百 万 円 を 超 え 、 か つ 、 当 該 徴 収 の 猶 予
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期 間 の 延 長 を 受 け よ う と す る 期 間 が 三 月 を 超 え る 場 合 に は 、 提 供 し よ う と す る 法 第 十 六 条 第

一 項 各 号 に 掲 げ る 担 保 の 種 類 、 数 量 、 価 額 及 び 所 在 （ そ の 担 保 が 保 証 人 の 保 証 で あ る と き は 、

保 証 人 の 氏 名 及 び 住 所 又 は 居 所 ） そ の 他 担 保 に 関 し 参 考 と な る べ き 事 項 （ 担 保 を 提 供 す る こ

と が で き な い 特 別 の 事 情 が あ る と き は 、 そ の 事 情 ）

六 そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 事 項

６ 法 第 十 五 条 の 二 第 三 項 の 条 例 で 定 め る 書 類 は 、 次 に 掲 げ る 書 類 と す る 。

一 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 書 類

二 当 該 徴 収 の 猶 予 期 間 の 延 長 を 受 け よ う と す る 日 前 一 年 間 の 収 入 及 び 支 出 の 実 績 並 び に 同 日

以 後 の 収 入 及 び 支 出 の 見 込 み を 明 ら か に す る 書 類

三 当 該 徴 収 の 猶 予 期 間 の 延 長 を 受 け よ う と す る 金 額 が 百 万 円 を 超 え 、 か つ 、 当 該 徴 収 の 猶 予

期 間 の 延 長 を 受 け よ う と す る 期 間 が 三 月 を 超 え る 場 合 に は 、 令 第 六 条 の 十 の 規 定 に よ り 提 出

す べ き 書 類 そ の 他 担 保 の 提 供 に 関 し 必 要 と な る 書 類

７ 法 第 十 五 条 の 二 第 四 項 の 条 例 で 定 め る 書 類 は 、 第 二 項 第 四 号 又 は 前 項 第 三 号 に 掲 げ る 書 類 と

す る 。

８ 法 第 十 五 条 の 二 第 八 項 （ 法 第 十 五 条 の 六 の 二 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 条 例

で 定 め る 期 間 は 、 二 十 日 と す る 。

（ 職 権 に よ る 換 価 の 猶 予 に 係 る 徴 収 金 の 分 割 納 付 等 ）

第 十 六 条 第 十 四 条 第 一 項 の 規 定 は 、 法 第 十 五 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 換 価 の 猶 予 （ 以 下 こ の

節 に お い て 「 職 権 に よ る 換 価 の 猶 予 」 と い う 。 ） 又 は 同 条 第 二 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る

法 第 十 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 職 権 に よ る 換 価 の 猶 予 を し た 期 間 の 延 長 （ 以 下 こ の 節 に お い て

「 職 権 に よ る 換 価 の 猶 予 期 間 の 延 長 」 と い う 。 ） に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 十

四 条 第 一 項 中 「 す る 金 額 」 と あ る の は 「 す る 金 額 （ そ の 納 付 又 は 納 入 を 困 難 と す る 金 額 と し て

令 第 六 条 の 九 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 額 を 限 度 と す る 。 ） 」 と 、 「 こ と が で き る 」 と あ る の は 「 も

の と す る 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

２ 知 事 は 、 職 権 に よ る 換 価 の 猶 予 又 は 職 権 に よ る 換 価 の 猶 予 期 間 の 延 長 を す る 場 合 に は 、 当 該

職 権 に よ る 換 価 の 猶 予 又 は 当 該 職 権 に よ る 換 価 の 猶 予 期 間 の 延 長 を す る 期 間 内 の 各 月 （ 知 事 が

や む を 得 な い 事 情 が あ る と 認 め る と き は 、 そ の 期 間 内 の 知 事 が 指 定 す る 月 ） に 、 こ れ ら に 係 る

徴 収 金 を 分 割 し て 納 付 し 、 又 は 納 入 さ せ る も の と す る 。

３ 第 十 四 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 職 権 に よ る 換 価 の 猶 予 又 は 職 権 に よ る 換 価 の 猶 予 期 間

の 延 長 に 係 る 分 割 納 付 等 の 期 限 及 び 分 割 金 額 の 変 更 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同

条 第 三 項 中 「 第 一 項 （ 前 項 の 規 定 に よ り 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 と あ る の は 、 「 第 十 六 条 第 一

項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 準 用 す る 第 十 四 条 第 一 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

（ 職 権 に よ る 換 価 の 猶 予 等 に 係 る 提 出 書 類 ）

第 十 七 条 法 第 十 五 条 の 五 の 二 第 一 項 の 条 例 で 定 め る 書 類 は 、 次 に 掲 げ る 書 類 と す る 。
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一 第 十 五 条 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 書 類

二 当 該 職 権 に よ る 換 価 の 猶 予 を 受 け よ う と す る 日 前 一 年 間 の 収 入 及 び 支 出 の 実 績 並 び に 同 日

以 後 の 収 入 及 び 支 出 の 見 込 み を 明 ら か に す る 書 類

三 当 該 職 権 に よ る 換 価 の 猶 予 を 受 け よ う と す る 金 額 が 百 万 円 を 超 え 、 か つ 、 当 該 職 権 に よ る

換 価 の 猶 予 を 受 け よ う と す る 期 間 が 三 月 を 超 え る 場 合 に は 、 令 第 六 条 の 十 の 規 定 に よ り 提 出

す べ き 書 類 そ の 他 担 保 の 提 供 に 関 し 必 要 と な る 書 類

四 徴 収 金 を 分 割 し て 納 付 し 、 又 は 納 入 さ せ る た め に 必 要 と な る 書 類

２ 法 第 十 五 条 の 五 の 二 第 二 項 の 条 例 で 定 め る 書 類 は 、 次 に 掲 げ る 書 類 と す る 。

一 第 十 五 条 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 書 類

二 当 該 職 権 に よ る 換 価 の 猶 予 期 間 の 延 長 を 受 け よ う と す る 日 前 一 年 間 の 収 入 及 び 支 出 の 実 績

並 び に 同 日 以 後 の 収 入 及 び 支 出 の 見 込 み を 明 ら か に す る 書 類

三 当 該 職 権 に よ る 換 価 の 猶 予 期 間 の 延 長 を 受 け よ う と す る 金 額 が 百 万 円 を 超 え 、 か つ 、 当 該

職 権 に よ る 換 価 の 猶 予 期 間 の 延 長 を 受 け よ う と す る 期 間 が 三 月 を 超 え る 場 合 に は 、 令 第 六 条

の 十 の 規 定 に よ り 提 出 す べ き 書 類 そ の 他 担 保 の 提 供 に 関 し 必 要 と な る 書 類

四 前 項 第 四 号 に 掲 げ る 書 類

（ 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 の 申 請 期 間 ）

第 十 八 条 法 第 十 五 条 の 六 第 一 項 の 条 例 で 定 め る 期 間 は 、 六 月 と す る 。

（ 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 に 係 る 徴 収 金 の 分 割 納 付 等 ）

第 十 九 条 第 十 四 条 第 一 項 及 び 第 十 六 条 第 二 項 の 規 定 は 、 法 第 十 五 条 の 六 第 一 項 の 規 定 に よ る 換

価 の 猶 予 （ 以 下 こ の 節 に お い て 「 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 」 と い う 。 ） 又 は 同 条 第 三 項 に お い て

準 用 す る 法 第 十 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 を し た 期 間 の 延 長 （ 以 下 こ の 節

に お い て 「 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 期 間 の 延 長 」 と い う 。 ） に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 第 十 四 条 第 一 項 中 「 す る 金 額 」 と あ る の は 「 す る 金 額 （ そ の 納 付 又 は 納 入 を 困 難 と す る 金

額 と し て 令 第 六 条 の 九 の 三 第 二 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 額 を 限 度

と す る 。 ） 」 と 、 「 こ と が で き る 」 と あ る の は 「 も の と す る 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

２ 第 十 四 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 又 は 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 期 間

の 延 長 に 係 る 分 割 納 付 等 の 期 限 及 び 分 割 金 額 の 変 更 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同

条 第 三 項 中 「 第 一 項 （ 前 項 の 規 定 に よ り 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 と あ る の は 、 「 第 十 九 条 第 一

項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 準 用 す る 第 十 四 条 第 一 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

（ 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 の 申 請 書 の 記 載 事 項 等 ）

第 二 十 条 法 第 十 五 条 の 六 の 二 第 一 項 の 条 例 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。

一 徴 収 金 を 一 時 に 納 付 し 、 又 は 納 入 す る こ と に よ り 事 業 の 継 続 又 は 生 活 の 維 持 が 困 難 と な る

事 情 の 詳 細

二 納 付 し 、 又 は 納 入 す べ き 徴 収 金 の 年 度 並 び に 事 業 年 度 、 期 別 又 は 月 別 、 税 目 、 金 額 及 び そ
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の 納 期 限

三 前 号 の 金 額 の う ち 当 該 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 を 受 け よ う と す る 金 額

四 当 該 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 を 受 け よ う と す る 期 間

五 分 割 納 付 等 の 期 限 及 び 分 割 金 額

六 当 該 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 を 受 け よ う と す る 金 額 が 百 万 円 を 超 え 、 か つ 、 当 該 申 請 に よ る

換 価 の 猶 予 を 受 け よ う と す る 期 間 が 三 月 を 超 え る 場 合 に は 、 提 供 し よ う と す る 法 第 十 六 条 第

一 項 各 号 に 掲 げ る 担 保 の 種 類 、 数 量 、 価 額 及 び 所 在 （ そ の 担 保 が 保 証 人 の 保 証 で あ る と き は 、

保 証 人 の 氏 名 及 び 住 所 又 は 居 所 ） そ の 他 担 保 に 関 し 参 考 と な る べ き 事 項 （ 担 保 を 提 供 す る こ

と が で き な い 特 別 の 事 情 が あ る と き は 、 そ の 事 情 ）

七 そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 事 項

２ 法 第 十 五 条 の 六 の 二 第 一 項 の 条 例 で 定 め る 書 類 は 、 次 に 掲 げ る 書 類 と す る 。

一 第 十 五 条 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 書 類

二 当 該 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 を 受 け よ う と す る 日 前 一 年 間 の 収 入 及 び 支 出 の 実 績 並 び に 同 日

以 後 の 収 入 及 び 支 出 の 見 込 み を 明 ら か に す る 書 類

三 当 該 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 を 受 け よ う と す る 金 額 が 百 万 円 を 超 え 、 か つ 、 当 該 申 請 に よ る

換 価 の 猶 予 を 受 け よ う と す る 期 間 が 三 月 を 超 え る 場 合 に は 、 令 第 六 条 の 十 の 規 定 に よ り 提 出

す べ き 書 類 そ の 他 担 保 の 提 供 に 関 し 必 要 と な る 書 類

３ 法 第 十 五 条 の 六 の 二 第 二 項 の 条 例 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。

一 当 該 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 期 間 の 延 長 を 受 け よ う と す る 徴 収 金 の 年 度 並 び に 事 業 年 度 、 期

別 又 は 月 別 、 税 目 、 金 額 及 び そ の 納 期 限

二 当 該 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 を 受 け た 期 間 内 に 当 該 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 を 受 け た 金 額 を 納

付 し 、 又 は 納 入 す る こ と が で き な い や む を 得 な い 理 由

三 当 該 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 期 間 の 延 長 を 受 け よ う と す る 期 間

四 第 一 項 第 五 号 に 掲 げ る 事 項

五 当 該 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 期 間 の 延 長 を 受 け よ う と す る 金 額 が 百 万 円 を 超 え 、 か つ 、 当 該

申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 期 間 の 延 長 を 受 け よ う と す る 期 間 が 三 月 を 超 え る 場 合 に は 、 提 供 し よ

う と す る 法 第 十 六 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 担 保 の 種 類 、 数 量 、 価 額 及 び 所 在 （ そ の 担 保 が 保 証

人 の 保 証 で あ る と き は 、 保 証 人 の 氏 名 及 び 住 所 又 は 居 所 ） そ の 他 担 保 に 関 し 参 考 と な る べ き

事 項 （ 担 保 を 提 供 す る こ と が で き な い 特 別 の 事 情 が あ る と き は 、 そ の 事 情 ）

六 そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 事 項

４ 法 第 十 五 条 の 六 の 二 第 二 項 の 条 例 で 定 め る 書 類 は 、 次 に 掲 げ る 書 類 と す る 。

一 第 十 五 条 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 書 類

二 当 該 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 期 間 の 延 長 を 受 け よ う と す る 日 前 一 年 間 の 収 入 及 び 支 出 の 実 績

並 び に 同 日 以 後 の 収 入 及 び 支 出 の 見 込 み を 明 ら か に す る 書 類
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三 当 該 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 期 間 の 延 長 を 受 け よ う と す る 金 額 が 百 万 円 を 超 え 、 か つ 、 当 該

申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 期 間 の 延 長 を 受 け よ う と す る 期 間 が 三 月 を 超 え る 場 合 に は 、 令 第 六 条

の 十 の 規 定 に よ り 提 出 す べ き 書 類 そ の 他 担 保 の 提 供 に 関 し 必 要 と な る 書 類

（ 担 保 を 徴 す る 必 要 が な い 場 合 ）

第 二 十 一 条 法 第 十 六 条 第 一 項 た だ し 書 の 条 例 で 定 め る 場 合 は 、 徴 収 の 猶 予 、 職 権 に よ る 換 価 の

猶 予 若 し く は 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 に 係 る 金 額 が 百 万 円 以 下 で あ る 場 合 、 徴 収 の 猶 予 、 職 権 に

よ る 換 価 の 猶 予 若 し く は 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 の 期 間 が 三 月 以 内 で あ る 場 合 又 は 担 保 を 徴 す る

こ と が で き な い 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 と す る 。

第 二 十 二 条 か ら 第 二 十 六 条 ま で 削 除

第 三 十 二 条 第 三 項 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 徴 収 金 の 年 度 並 び に 事 業 年 度 、 期 別 又 は 月 別 、 税 目 、 金 額 及 び そ の 納 期 限

第 三 十 九 条 第 二 項 中 「 地 方 税 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 二 百 四 十 五 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 」

を 「 令 」 に 改 め る 。

第 五 十 五 条 第 一 項 第 二 号 、 第 五 十 六 条 第 二 号 、 第 五 十 七 条 第 二 項 並 び に 第 五 十 八 条 第 一 項 及 び

第 二 項 中 「 及 び 保 険 業 」 を 「 、 保 険 業 及 び 貿 易 保 険 業 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 石 川 県 条 例 第 三 十 二 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 十 項 中 「 規 則 で 定 め る 様 式 に よ っ て 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 」 を 「 地 方 税 法 等 の 一

部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 二 号 ） 附 則 第 十 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 」 に 改 め 、 同 項 各

号 を 削 る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 そ れ ぞ

れ 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

一 第 二 条 の 規 定 公 布 の 日

二 第 一 条 中 石 川 県 税 条 例 第 五 十 五 条 第 一 項 第 二 号 、 第 五 十 六 条 第 二 号 、 第 五 十 七 条 第 二 項 並 び

に 第 五 十 八 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 改 正 規 定 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日

（ 徴 収 猶 予 、 職 権 に よ る 換 価 の 猶 予 及 び 申 請 に よ る 換 価 の 猶 予 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 四 条 、 第 十 五 条 及

び 第 二 十 一 条 （ 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 二 号 ） 附 則 第 一 条 第 六 号

に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 。 以 下 「 新 法 」 と い う 。 ）

第 十 五 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 徴 収 の 猶 予 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 こ の 条 例 の

施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 申 請 さ れ る 新 法 第 十 五 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に
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よ る 徴 収 の 猶 予 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 申 請 さ れ た 同 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 税

法 （ 以 下 「 旧 法 」 と い う 。 ） 第 十 五 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 徴 収 の 猶 予 に つ い て は 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 新 条 例 第 十 六 条 、 第 十 七 条 及 び 第 二 十 一 条 （ 新 法 第 十 五 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 換 価 の 猶 予

に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に さ れ る 同 項 の 規 定 に よ る 換 価 の 猶 予 に つ い て 適 用

し 、 施 行 日 前 に さ れ た 旧 法 第 十 五 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 換 価 の 猶 予 に つ い て は 、 な お 従 前 の

例 に よ る 。

４ 新 条 例 第 十 八 条 か ら 第 二 十 条 ま で 及 び 第 二 十 一 条 （ 新 法 第 十 五 条 の 六 第 一 項 の 規 定 に よ る 換 価

の 猶 予 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 同 項 に 規 定 す る 納 期 限 が 到 来 す る 徴 収 金 に

つ い て 適 用 す る 。

（ 事 業 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

５ 新 条 例 第 五 十 五 条 第 一 項 第 二 号 、 第 五 十 六 条 第 二 号 、 第 五 十 七 条 第 二 項 並 び に 第 五 十 八 条 第 一

項 及 び 第 二 項 の 規 定 は 、 附 則 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係

る 法 人 の 事 業 税 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 開 始 し た 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て は 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

地 方 税 法 等 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 徴 収 及 び 換 価 の 猶 予 制 度 に 係 る 申 請 手 続 き に 関 す る 規 定 の 整 備 等

を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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婦 人 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 四 十 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 九 条 第 一 号 中 「 三 十 歳 以 上 の 者 で あ っ て 、 」 を 削 り 、 「 も の 」 を 「 者 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

社 会 福 祉 法 に 基 づ く 婦 人 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 関 係 規 定 を 整

備 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 十 二 号

婦 人 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 に つ い て

婦 人 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定

す る 。
平 成 二 十 七 年 十 二 月 一 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

婦 人 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（３９）

（ 石 川 県 介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 （ 平 成 五 年 石 川 県 条 例 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 第 二 号 中 「 第 十 五 条 の 六 第 一 項 各 号 」 を 「 第 十 五 条 の 七 第 一 項 各 号 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 職 業 能 力 開 発 審 議 会 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 石 川 県 職 業 能 力 開 発 審 議 会 条 例 （ 昭 和 四 十 四 年 石 川 県 条 例 第 四 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 第 九 十 七 条 第 一 項 」 を 「 第 九 十 一 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

（ 職 業 能 力 開 発 校 等 に お い て 行 う 職 業 訓 練 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 職 業 能 力 開 発 校 等 に お い て 行 う 職 業 訓 練 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 五 年 石 川 県 条 例 第 十 八

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 「 第 十 五 条 の 六 第 一 項 た だ し 書 」 を 「 第 十 五 条 の 七 第 一 項 た だ し 書 」 に 改 め る 。

第 三 条 中 「 第 十 五 条 の 六 第 三 項 」 を 「 第 十 五 条 の 七 第 三 項 」 に 改 め る 。

（ い し か わ 景 観 総 合 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 い し か わ 景 観 総 合 条 例 （ 平 成 二 十 年 石 川 県 条 例 第 二 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 十 七 条 第 一 項 第 三 号 中 「 第 十 五 条 の 六 第 三 項 」 を 「 第 十 五 条 の 七 第 三 項 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

職 業 能 力 開 発 促 進 法 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 関 係 規 定 を 整 理 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を

提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 十 三 号

職 業 能 力 開 発 促 進 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例 に つ

い て

職 業 能 力 開 発 促 進 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 二 十 七 年 十 二 月 一 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

職 業 能 力 開 発 促 進 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例
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（４５）

（ 石 川 県 防 犯 ま ち づ く り 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 防 犯 ま ち づ く り 条 例 （ 平 成 十 七 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
第 十 九 条 第 一 項 中 「 第 二 条 第 一 項 第 七 号 及 び 第 八 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 四 号 及 び 第 五 号 」 に

改 め る 。

（ 石 川 県 公 衆 浴 場 基 準 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 石 川 県 公 衆 浴 場 基 準 条 例 （ 昭 和 四 十 五 年 石 川 県 条 例 第 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
第 五 条 第 一 号 中 「 第 二 条 第 四 項 第 一 号 」 を 「 第 二 条 第 六 項 第 一 号 」 に 改 め る 。

（ い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 （ 平 成 十 九 年 石 川 県 条 例 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 十 一 条 第 二 号 中 「 同 条 第 一 項 第 二 号 」 を 「 同 条 第 一 項 第 一 号 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 迷 惑 行 為 等 防 止 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 石 川 県 迷 惑 行 為 等 防 止 条 例 （ 昭 和 三 十 八 年 石 川 県 条 例 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
第 八 条 第 五 項 及 び 第 六 項 中 「 日 出 」 を 「 午 前 六 時 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 石 川 県 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 石 川 県

条 例 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 制 限 等 」 の 下 に 「 並 び に 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 営 業 所 設 置 許 容 地 域 、 営 業 時 間 の 制

限 等 」 を 加 え る 。

議 案 第 十 六 号

風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法

律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例 に つ い て

風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例

の 整 備 に 関 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 二 十 七 年 十 二 月 一 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴

う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例
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（４６）

第 二 条 第 三 項 中 「 お い て 」 の 下 に 「 「 児 童 福 祉 施 設 」 と は 、 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第

百 六 十 四 号 ） 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 児 童 福 祉 施 設 を い い 、 」 を 加 え る 。

第 三 条 第 一 項 第 二 号 中 「 （ 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 七 条 第 一 項 に 規 定

す る 児 童 福 祉 施 設 を い う 。 ） 」 を 削 る 。

第 四 条 第 一 項 中 「 第 十 三 条 第 一 項 」 を 「 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 」 に 、 「 同 項 」 を 「 同 項 第 一 号 」

に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 石 川 県 公 安 委 員 会 」 を 「 公 安 委 員 会 」 に 、 「 第 三 項 」 を 「 次 項 」 に 改 め 、

同 条 第 二 項 を 削 り 、 同 条 第 三 項 中 「 同 項 第 七 号 」 を 「 同 項 第 四 号 」 に 、 「 第 十 三 条 第 一 項 の 午 前

一 時 ま で 」 を 「 第 十 三 条 第 一 項 第 二 号 の 午 前 零 時 以 後 に お い て 」 に 、 「 事 情 が 」 を 「 事 情 の 」 に

改 め 、 同 項 を 同 条 第 二 項 と し 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３ 法 第 十 三 条 第 一 項 た だ し 書 の 条 例 で 定 め る 時 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 地 域 の 区 分 に 応 じ て そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 時 と す る 。

一 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 日 に 係 る 当 該 各 号 に 定 め る 地 域 午 前 一 時

二 前 項 に 定 め る 地 域 午 前 一 時

第 五 条 第 一 項 中 「 日 出 時 か ら 」 を 「 午 前 六 時 後 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 第 二 条 第 一 項 第 七 号 」

を 「 第 二 条 第 一 項 第 四 号 」 に 改 め 、 同 項 の 表 一 の 項 中 「 日 出 時 か ら 」 を 「 午 前 六 時 後 」 に 改 め 、

同 表 二 の 項 中 「 日 出 時 か ら 」 を 「 午 前 六 時 後 」 に 、 「 前 条 第 三 項 」 を 「 前 条 第 二 項 」 に 、 「 午 前 零

時 ま で 」 を 「 午 前 零 時 前 」 に 改 め 、 同 表 三 の 項 中 「 日 出 時 か ら 」 を 「 午 前 六 時 後 」 に 、 「 午 前 零

時 ま で 」 を 「 午 前 零 時 前 」 に 改 め る 。

第 六 条 第 一 項 の 表 中
「

日 没 時 か

ら 午 後 十

時 ま で

午 後 十 時

か ら 翌 日

の 午 前 零

時 ま で

」
を

「
午 後 六 時

か ら 午 後

十 時 前

午 後 十 時

か ら 翌 日

の 午 前 零

時 前

」
に 改 め 、 同 表 備 考

一 中 「 日 出 時 か ら 日 没 時 ま で 」 を 「 午 前 六 時 後 午 後 六 時 前 」 に 改 め 、 同 表 備 考 二 中 「 日 没 時 か ら

翌 日 の 午 前 零 時 ま で 」 を 「 午 後 六 時 か ら 翌 日 の 午 前 零 時 前 」 に 改 め 、 同 表 備 考 三 中 「 日 出 時 」 を

「 午 前 六 時 」 に 改 め る 。

第 八 条 第 二 項 中 「 第 二 条 第 一 項 第 七 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 四 号 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 第

二 条 第 一 項 第 七 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 四 号 」 に 、 「 同 項 第 八 号 」 を 「 同 項 第 五 号 」 に 改 め 、 同

条 第 四 項 中 「 第 二 条 第 一 項 第 八 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 五 号 」 に 改 め る 。

第 九 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 法 第 二 条 第 一 項 第 五 号 の 営 業 に 係 る 営 業 所 へ の 年 少 者 の 立 入 り の 制 限 等 ）

第 九 条 法 第 二 条 第 一 項 第 五 号 の 営 業 を 営 む 者 は 、 午 後 六 時 以 後 午 後 十 時 前 の 時 間 に お い て 十 六

歳 未 満 の 者 （ そ の 者 の 保 護 者 （ 親 権 を 行 う 者 、 未 成 年 後 見 人 そ の 他 の 者 で 、 当 該 十 六 歳 未 満 の

者 を 現 に 監 護 す る も の を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） に 同 伴 さ れ た 者 を 除 く 。 ） を 営 業 所 に 客 と
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（４７）

し て 立 ち 入 ら せ て は な ら な い 。

２ 法 第 二 条 第 一 項 第 五 号 の 営 業 を 営 む 風 俗 営 業 者 は 、 午 後 六 時 以 後 午 後 十 時 前 の 時 間 に お い て

十 六 歳 未 満 の 者 を 営 業 所 に 客 と し て 立 ち 入 ら せ る と き は 、 保 護 者 の 同 伴 を 求 め な け れ ば な ら な

い 。
第 二 十 二 条 中 「 第 二 条 第 十 一 項 第 三 号 」 を 「 第 二 条 第 十 三 項 第 四 号 」 に 改 め 、 同 条 を 第 二 十 六

条 と し 、 第 二 十 一 条 を 第 二 十 五 条 と し 、 第 二 十 条 の 次 に 次 の 四 条 を 加 え る 。

（ 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 営 業 所 設 置 許 容 地 域 ）

第 二 十 一 条 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 四 条 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す

る 条 例 で 定 め る 地 域 は 、 金 沢 市 の う ち 片 町 一 丁 目 及 び 二 丁 目 並 び に 木 倉 町 の 地 域 （ 児 童 福 祉 施

設 （ 児 童 を 入 所 さ せ 、 入 院 さ せ 、 又 は 深 夜 に 通 所 さ せ る も の に 限 る 。 ） 、 病 院 又 は 診 療 所 の 敷 地

（ こ れ ら の 用 に 供 す る も の と 決 定 し た 土 地 を 含 む 。 ） か ら 三 十 メ ー ト ル 以 内 の 地 域 を 除 く 。 ） と

す る 。

（ 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 営 業 時 間 の 制 限 ）

第 二 十 二 条 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 者 は 、 県 内 全 域 に お い て 、 午 前 五 時 か ら 午 前 六 時 ま で の 時 間 は 、

そ の 営 業 を 営 ん で は な ら な い 。

（ 深 夜 に お け る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 に 係 る 騒 音 及 び 振 動 の 数 値 ）

第 二 十 三 条 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 十 五 条 の 条 例 で 定 め る 騒 音

に 係 る 数 値 は 、 第 六 条 第 一 項 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 地 域 ご と に そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 深 夜

に 係 る 数 値 と す る 。

２ 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 十 五 条 の 条 例 で 定 め る 振 動 に 係 る 数

値 は 、 五 十 五 デ シ ベ ル と す る 。

（ 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 者 の 遵 守 事 項 ）

第 二 十 四 条 第 八 条 第 一 項 各 号 及 び 第 二 項 第 三 号 の 規 定 は 、 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 者 に つ い て 準 用

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 五 号 中 「 営 業 用 家 屋 等 」 と あ る の は 「 特 定

遊 興 飲 食 店 営 業 の 用 に 供 す る 家 屋 及 び 施 設 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

本 則 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 風 俗 環 境 保 全 協 議 会 を 置 く 地 域 ）

第 二 十 七 条 法 第 三 十 八 条 の 四 第 一 項 の 条 例 で 定 め る 地 域 は 、 公 安 委 員 会 が 指 定 し て 告 示 す る 地

域 と す る 。

（ 石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
別 表 一 の 項 に 次 の よ う に 加 え る 。
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（４８）

１９ 法 第 三 十 一 条

の 二 十 二 に 規 定

す る 特 定 遊 興 飲

食 店 営 業 の 許 可

（ 以 下 こ の 項 に

お い て 「 特 定 遊

興 飲 食 店 営 業 許

可 」 と い う 。 ）

の 申 請 に 対 す る

審 査

特 定 遊 興 飲 食

店 営 業 許 可 申

請 手 数 料

イ 三 月 以 内 の 期 間 を 限 っ て 営

む 営 業 一 万 四 千 円

ロ そ の 他 の 営 業 二 万 四 千 円

� 特 定 遊 興 飲 食 店

営 業 許 可 を 受 け よ

う と す る 者 が 同 時

に 他 の 特 定 遊 興 飲

食 店 営 業 許 可 を 受

け よ う と す る 場 合

に お け る 当 該 他 の

特 定 遊 興 飲 食 店 営

業 許 可 に 係 る 手 数

料 の 金 額 は 、 そ れ

ぞ れ イ 及 び ロ に 定

め る 金 額 か ら 八 千

円 を 減 じ た 金 額 と

す る 。

� 法 第 三 十 一 条 の

二 十 三 に お い て 準

用 す る 法 第 四 条 第

三 項 の 規 定 が 適 用

さ れ る 営 業 所 に つ

き 特 定 遊 興 飲 食 店

営 業 許 可 を 受 け よ

う と す る 場 合 に お

け る 手 数 料 の 金 額

は 、 そ れ ぞ れ イ 及

び ロ に 定 め る 金 額

に 六 千 八 百 円 を 加

算 し た 金 額 と す る 。

２０ 法 第 三 十 一 条

の 二 十 三 に お い

て 準 用 す る 法 第

五 条 第 四 項 に 規

定 す る 許 可 証 の

再 交 付

特 定 遊 興 飲 食

店 営 業 許 可 証

再 交 付 手 数 料

千 百 円

２１ 法 第 三 十 一 条

の 二 十 三 に お い

て 準 用 す る 法 第

七 条 第 一 項 に 規

定 す る 特 定 遊 興

飲 食 店 営 業 の 相

続 に 係 る 承 認 の

申 請 に 対 す る 審

査

特 定 遊 興 飲 食

店 営 業 相 続 承

認 申 請 手 数 料

八 千 六 百 円 （ 当 該 申 請 を 行 う 者

が 同 時 に 他 の 法 第 三 十 一 条 の 二

十 三 に お い て 準 用 す る 法 第 七 条

第 一 項 に 規 定 す る 承 認 の 申 請 を

行 う 場 合 に お け る 当 該 他 の 同 項

に 規 定 す る 承 認 の 申 請 に 係 る 審

査 に あ っ て は 、 三 千 八 百 円 ）
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（４９）

２２ 法 第 三 十 一 条

の 二 十 三 に お い

て 準 用 す る 法 第

七 条 の 二 第 一 項

に 規 定 す る 特 定

遊 興 飲 食 店 営 業

者 た る 法 人 の 合

併 に 係 る 承 認 の

申 請 に 対 す る 審

査

特 定 遊 興 飲 食

店 営 業 者 た る

法 人 の 合 併 承

認 申 請 手 数 料

一 万 千 円 （ 当 該 申 請 を 行 う 者 が

同 時 に 他 の 法 第 三 十 一 条 の 二 十

三 に お い て 準 用 す る 法 第 七 条 の

二 第 一 項 に 規 定 す る 承 認 の 申 請

を 行 う 場 合 に お け る 当 該 他 の 同

項 に 規 定 す る 承 認 の 申 請 に 係 る

審 査 に あ っ て は 、 三 千 三 百 円 ）

２３ 法 第 三 十 一 条

の 二 十 三 に お い

て 準 用 す る 法 第

七 条 の 三 第 一 項

に 規 定 す る 特 定

遊 興 飲 食 店 営 業

者 た る 法 人 の 分

割 に 係 る 承 認 の

申 請 に 対 す る 審

査

特 定 遊 興 飲 食

店 営 業 者 た る

法 人 の 分 割 承

認 申 請 手 数 料

一 万 千 円 （ 当 該 申 請 を 行 う 者 が

同 時 に 他 の 法 第 三 十 一 条 の 二 十

三 に お い て 準 用 す る 法 第 七 条 の

三 第 一 項 に 規 定 す る 承 認 の 申 請

を 行 う 場 合 に お け る 当 該 他 の 同

項 に 規 定 す る 承 認 の 申 請 に 係 る

審 査 に あ っ て は 、 三 千 三 百 円 ）

２４ 法 第 三 十 一 条

の 二 十 三 に お い

て 準 用 す る 法 第

九 条 第 一 項 に 規

定 す る 営 業 所 の

構 造 又 は 設 備 の

変 更 の 承 認 の 申

請 に 対 す る 審 査

特 定 遊 興 飲 食

店 営 業 所 の 構

造 又 は 設 備 の

変 更 承 認 申 請

手 数 料

九 千 九 百 円

２５ 法 第 三 十 一 条

の 二 十 三 に お い

て 準 用 す る 法 第

九 条 第 四 項 に 規

定 す る 許 可 証 の

書 換 え

特 定 遊 興 飲 食

店 営 業 許 可 証

書 換 え 手 数 料

千 四 百 円

２６ 法 第 三 十 一 条

の 二 十 三 に お い

て 準 用 す る 法 第

十 条 の 二 第 一 項

に 規 定 す る 特 例

特 定 遊 興 飲 食 店

営 業 者 の 認 定 の

申 請 に 対 す る 審

特 例 特 定 遊 興

飲 食 店 営 業 者

認 定 申 請 手 数

料

一 万 三 千 円 （ 当 該 申 請 を 行 う 者

が 同 時 に 他 の 法 第 三 十 一 条 の 二

十 三 に お い て 準 用 す る 法 第 十 条

の 二 第 一 項 に 規 定 す る 認 定 の 申

請 を 行 う 場 合 に お け る 当 該 他 の

同 項 に 規 定 す る 認 定 の 申 請 に 係

る 審 査 に あ っ て は 、 一 万 円 ）



議
案
第
十
六
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て

（５０）

査
２７ 法 第 三 十 一 条

の 二 十 三 に お い

て 準 用 す る 法 第

十 条 の 二 第 五 項

に 規 定 す る 認 定

証 の 再 交 付

特 例 特 定 遊 興

飲 食 店 営 業 者

認 定 証 再 交 付

手 数 料

千 百 円

２８ 法 第 三 十 一 条

の 二 十 三 に お い

て 準 用 す る 法 第

二 十 四 条 第 六 項

に 規 定 す る 営 業

所 の 管 理 者 に 対

す る 講 習

特 定 遊 興 飲 食

店 営 業 所 管 理

者 講 習 手 数 料

講 習 一 時 間 に つ き 六 百 五 十 円

附 則

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 六 月 二 十 三 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 六 条 中 石 川 県 警 察 関 係 手 数

料 条 例 別 表 一 の 項 に 次 の よ う に 加 え る 改 正 規 定 （ 同 項 １９ に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） は 、 同 年 三 月 二 十

三 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 新 た に 特 定 遊 興 飲 食 店 営

業 に 係 る 営 業 所 の 設 置 許 容 地 域 や 営 業 制 限 時 間 を 定 め る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提

出 す る 理 由 で あ る 。



報
告
第
一
号

損
害
賠
償
額
決
定
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（５１）

報
告
第
１
号

損
害
賠
償
額
決
定
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

平
成
２７
年
１２
月
１
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

専
決
第
１１
号

損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て

平
成
２７
年
９
月
１
日
発
生
の
県
有
車
両
に
よ
る
交
通
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

平
成
２７
年
１１
月
１９
日

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

１
相
手
方

２
賠
償
額

５１
，６
２８
円

３
賠
償
責
任
発
生
の
事
実

平
成
２７
年
９
月
１
日
午
後
１
時
２０
分
頃
、
輪
島
市
三
井
町
洲
衛
１０
部
１１
番
地
１
駐
車
場
に
お
い
て
、
奥
能
登
農
林
総
合
事
務
所
非
常
勤
嘱
託
渋
洞
清
孝
の
運
転
す
る
小
型
貨

物
自
動
車
が

所
有
の
小
型
乗
用
自
動
車
に
接
触
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
た
も
の





報
告
第
二
号

損
害
賠
償
額
決
定
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（５３）

報
告
第
２
号

損
害
賠
償
額
決
定
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

平
成
２７
年
１２
月
１
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

専
決
第
１０
号

損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て

平
成
２７
年
７
月
２９
日
発
生
の
県
有
車
両
に
よ
る
交
通
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

平
成
２７
年
１０
月
９
日

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

１
相
手
方

２
賠
償
額

５２
，２
６１
円

３
賠
償
責
任
発
生
の
事
実

平
成
２７
年
７
月
２９
日
午
後
４
時
４０
分
頃
、
河
北
郡
津
幡
町
字
舟
橋
に
２５
番
地
１
先
路
上
に
お
い
て
、
農
業
安
全
課
専
門
員
中
川
直
子
の
運
転
す
る
小
型
乗
用
自
動
車
が
駐
車

中
の

所
有
の
軽
自
動
車
に
接
触
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
た
も
の
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